
 
 
 

 

 
発電用原子炉施設故障等報告書 

                    平成２６年 ４月２８日          東京電力株式会社 

件 名 
福島第一原子力発電所 

プロセス主建屋内滞留水の焼却工作室建屋内への流入について 

事象発生の日時 
平成２６年 ４月１３日２２時１５分 

（福島第一規則第１８条第１２号に該当すると判断した日時） 

事象発生の場所 福島第一原子力発電所 

事象発生の発電

用原子炉施設名 
汚染水処理設備等 焼却工作室建屋 

事 象 の 状 況 

１．事象発生時の状況 

  平成２６年４月１０日、サイトバンカ建屋内の滞留水をプロセス主建屋へ移送を実施し

た。 

  ４月１１日、各建屋の滞留水の水位監視を行っている当社社員が、プロセス主建屋水位

の低下およびサイトバンカ建屋水位の上昇を確認した。 

  このため、４月１２日に関係箇所へ上記の情報提供を行うとともに、原因調査を開始し

たところ、４月１３日に実施した現場調査において、以下の移送ポンプ（通常時に滞留水

の移送に使用していない移送ラインの移送ポンプ）が運転中であることを確認した。 

 

  ・プロセス主建屋からサイトバンカ建屋へ移送するポンプ（１台） 

  ・プロセス主建屋から焼却工作室建屋※へ移送するポンプ（１台） 

  ・焼却工作室建屋からプロセス主建屋へ移送するポンプ（２台） 
 

     ※焼却工作室建屋は焼却建屋と工作建屋に分かれており、各々の建屋にプロセス主建屋からの滞留水移

送ラインが設置してある。なお、焼却建屋と工作建屋間は壁で仕切られているが、建屋間を移動する

ための扉が各階に１箇所設置してある。 

 

  また、移送ラインに設置されている移送先の切り換えに使用する手動弁の状態を確認し

たところ、以下のような状態であった。 

  ・プロセス主建屋からサイトバンカ建屋へ移送するポンプ出口の手動弁（２個）が開状

態 

  ・プロセス主建屋から焼却建屋へ移送するポンプ出口の手動弁（３個）が開状態 

  ・プロセス主建屋から工作建屋へ移送するポンプ出口の手動弁（１個）が閉状態 

  ・焼却建屋からプロセス主建屋へ移送するポンプ出口の手動弁（２個）が開状態 

  ・工作建屋からプロセス主建屋へ移送するポンプ出口の手動弁（２個）が閉状態 

   

上記の状態から、プロセス主建屋からサイトバンカ建屋および焼却建屋への移送ライ

ン、並びに焼却建屋からプロセス主建屋への移送ラインが形成されていた。 

その後、移送ポンプの電源を確認したところ、移送ポンプの遮断器（ブレーカー）が

『入』状態となっていた（移送ポンプは遮断器の『入／切』によって起動する）ことか

ら、同日１７時０２分から１７時２２分にかけて、上記の移送ポンプの遮断器を『切』状

態にし、移送ポンプ４台を停止した。 
 

引き続き現場状況を確認したところ、焼却工作室建屋は通常時において滞留水を貯留し

ていないが、焼却工作室建屋地下１階床面のほぼ全域において、床面に水が溜まっている

（焼却建屋：深さ１８．０ｃｍ、工作建屋：深さ５．０ｃｍ）ことを確認したことから、

プロセス主建屋から流入した滞留水が焼却建屋地下１階に広がったものと判断した。 

なお、工作建屋地下１階へは、建屋間を移動するための扉から流入したものと推定し

た。 

 

 

別 紙 訂正版



事 象 の 状 況 

 

プロセス主建屋内の滞留水については、至近の分析結果（４月８日採取）にて、Ｃｓ－

１３４が１．０×１０７Ｂｑ／Ｌ、Ｃｓ－１３７が２．７×１０７Ｂｑ／Ｌであったこと

から、同日２２時１５分、本事象は、福島第一規則第１８条第１２号「発電用原子炉施設

の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が

管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断した。 

なお、以下のことから、焼却工作室建屋地下１階に流入した滞留水の建屋外への漏えい

はないと判断した。 

・建屋図面を確認したところ、建屋外へ貫通している箇所はないこと 

・非常時（滞留水の処理機能喪失時）に滞留水を貯留させる目的で止水処理が施されて

いること 

・焼却工作室建屋周辺にあるサブドレン水の分析結果に有意な変化はないこと 

・焼却工作室建屋地下１階床面に溜まった水の深さに有意な変化はないこと 

  

滞留水が焼却工作室建屋地下１階床面に広がった範囲を詳細に確認したところ、溜まっ

ていた水の量は、焼却建屋で約１６５ｍ３、工作建屋で約３８ｍ３と評価した。 

また、焼却工作室建屋地下１階床面に溜まっている水を分析したところ、焼却建屋では

Ｃｓ－１３４が５．４×１０６Ｂｑ／Ｌ、Ｃｓ－１３７が１．４×１０７Ｂｑ／Ｌであ

り、工作建屋ではＣｓ－１３４が８．６×１０４Ｂｑ／Ｌ、Ｃｓ－１３７が２．３×１０
５Ｂｑ／Ｌであった。 

現場状況から、プロセス主建屋から焼却建屋への移送ラインおよび焼却建屋からプロセ

ス主建屋への移送ラインが形成されており、プロセス主建屋から焼却工作室建屋に流入し

た滞留水の量については、現時点において評価できていないことから、今後も継続して調

査する。 

 

  なお、本事象による外部への放射能の影響はない。 

 

２．今後の監視方法について 

  焼却工作室建屋に溜まった滞留水のプロセス主建屋への移送を計画しているが、移送が

完了するまでの間、以下の対応を行う。 

・焼却工作室建屋および近傍サブドレンの水位について、１日６回の頻度で監視を行

う。 

・焼却工作室建屋近傍サブドレン水について、１日６回の頻度で分析を行う。 

   なお、各種データの変動傾向により、監視および分析頻度の見直しを行う。 

 

３．焼却工作室建屋内に流入した滞留水の処理 

焼却建屋内の滞留水については、４月１４日に既設の移送ポンプを使用し、プロセス主

建屋へ約４ｍ３（移送後の深さ１７．６ｃｍ）移送を実施した。 

なお、移送ポンプ吸込高さの関係で、それ以上の移送ができなかったことから、今後、

移送方法を検討し、準備が整い次第、滞留水の移送を再開する予定である。 

事 象 の 原 因 調査中 

保護装置の種類 
及び動作状況 

な し 

放射能の影響 な し 

被 害 者 な し 

他に及ぼした 
障 害 

な し 

復 旧 の 日 時 未 定 

再発防止対策 検討中 

 
※一部文言を訂正の上、平成 26 年４月 28 日に訂正版を原子力規制委員会に提出しております。 


